
平成２２年１０月 

1 
たこフェリー存続につい 
て 

子どもも私もたこフェーリが好きで何度か利用していますが、もし今後なくなってしまうようなことがあれば寂しく思いま 
す。 
高速無料化により車利用のお客さんが減ったということですが、車利用以外のお客さんを増やすことを考えた方がいい 
ような気がします。明石海峡公園へ行くのにフェリーを降りてからバス乗り場まで歩かなければいけなかったり、岩屋に 
ついても何もお店がなかったりします。船に乗るとなんか旅行気分になれます。岩屋や明石のフェリー乗り場に着いて 
何か楽しくなるようなお店だったり海が眺められるレストランだったり船に乗って特別な気分になれるものがあれば、車 
利用以外のお客様も増えるような気がします。 

交通政策課 

2 要望書 

〔藤江・八木・谷八木地域〕 
１　谷八木遺跡公園付近に駐車場の設置を検討してください。 
２　谷八木堂田公園にトイレを設置してください。 
３　災害時の避難所を兼ねた公園を設置してください。 
４　地域のコミュニティーの核となり、高齢者、子ども住民が利用できる施設をつくってください。 
５　３，０００㎡以上の宅地開発でミニ公園を設置するよう推進してください。 
６　水田、田畑などの空間を維持するための協議や助成制度をつくってください。 
７　大久保浄化センター周辺の道路整備等について 
①浄化センター南の歩道の改修整備をお願いします。 
②新幹線南の橋脚近くにカーブミラーを設置してください。 
③上記南の場所に信号機を設置してください。 
８　大久保町谷八木の明姫幹線沿いにある結婚式場東西側道トンネル内に車両確認のために、オレンジ色のキャノン 
ライトを設置してください。 
９　藤江１８１７～１８２０の明幹幹線側道北側に水銀灯を設置してください。 
１０　小学校区の自由選択制度の拡充と合理的活用をはかってください。 
１１　山陽電車中八木駅と周辺を以下のように整備してください。 
①南側の浜国添いの歩道が狭く凸凹があり危険 
②同じ場所の自転車置き場を東側のように整備 
③同駅の北側をバリアフリー化し、スロープ状の自動改札を常設するよう働きかける 
〔野々池地域〕 
１２　花と緑の学習園にある｢緑の相談所｣を地域住民が多目的に利用できるように拡大してください。 
１３　明南高校グランド南にあるＴ字交通信号の所に｢右折だまり｣をつくってください。 
１４　鳥羽１４３６‐３９とＴ字交差点にミラーを付けてください。 
１５　消防署北六交差点に信号の設置をお願いします。 
１６　鳥羽浄水場東側の西明石緑道沿いの水路に蓋を取り付け、フェンスの金網を高くしてください。 

緑化公園 
課、道路管 
理課、道路 
整備課、交 
通政策課、 
放置自転車 
対策課、建 
築室開発審 
査課、建築 
室住宅課、 
地球環境 
課、環境保 
全課、農水 
産課、コミュ 
ニティ推進 
室、下水道 
管理課、学 
事給与課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

〔貴崎・林崎地域〕 
１７　林崎３丁目（林神社南）踏切付近の振動・騒音の軽減対策を行ってください。 
１８　林神社南側交差点に歩道を新設し、鳥居付近に横断歩道を設けてください。 
１９　宮の上バス停付近に横断歩道を新設してください。また、スロープにしてください。 
２０　貴崎２丁目「みどり橋」付近の山電敷地内と思われる場所での畑作をやめるよう指導してください。 
２１　貴崎３丁目のすし屋から西側の狭い道路全体を平らにしてください。 
２２　貴崎３丁目のコンビニエンスストアからスーパーマーケットにかけて歩道を新設してください。 
２３　山電林崎松江海岸駅南側に駐輪場を設置してください。 
２４　貴崎４丁目の食品会社の跡地を子どもたちがのびのび遊べる公園として利用できるよう交渉してください。 
２５　空き家の庭木を伐採するよう指導してください。 
２６　強風の日には建設用の廃材置き場となっている空き地から埃が飛び散り困っていますので、行政として指導して 
ください。 
２７　市営住宅の建設による電波障害に共聴アンテナで対応している地域・家庭の共聴アンテナを地デジ対応にしてく 
ださい。 

3 
運動会での教師の児童 
に対する叱り方につい 
て 

本日の小学校の運動会での教師の「３年生、態度が悪い。」という大声を出しての一方的な叱り方に疑問を感じまし 
た。確かに一人の児童が立つと後ろの児童が見れないわけですが、観覧席の児童達は勝負の行方が気になるもので 
すし、叩き合いをしていた子を叱ったのであれば、当人に直接、何がいけないのかを注意すべきです。あのような叱り 
方では、その観客席にいた３年生全員が悪いみたいです。 

体育保健課 

4 
運動会の保護者観覧場 
所取りについて 

私の地域の市立小学校の場合、前日夕方からの場所取りを認めていますが、２つの問題が見受けられました。 
①前日の午後４時まで指定の位置で順番に並び、ＰＴＡ役員の号令と同時に順番に場所取りを開始するというもので 
すが、放課後のため子どもも大人に混じって並んでおり、われ先にと自分達の観覧場所を確保するために必死になっ 
たりし、危険と隣り合わせな状態でした。ＰＴＡ役員も制止に入ろうとしましたが、とても止めることができない状態であ 
るにもかかわらず、学校側は一切ノータッチでした。事故等が起きると被害にあった子ども達はこれまでの練習を無駄 
にすることになり、どの学校にも起こる可能性がある教育委員会全体の問題として検討すべきと思います。 
②当日の運動会開始時刻の９時になっても、前日から場所取りをした各自のビニールシート等に誰も座っていない家 
庭、ビニールシートの広さに見合わない人数しか座っていない家庭、自分の子どもの競技の時だけ座りに来て競技が 
終わればどこかへ行ってしまう保護者が多く見受けられ、観覧場所の後方には座りたくても座れず立ったまま観覧して 
いる保護者で混雑している状態でした。ＰＴＡ及び学校からあらかじめ配られていた手紙には「譲り合って」ということが 
書かれていただけで、学校側も気づいていたはずですが、何の対策をしようという様子もなく、ただ立入禁止場所で観 
覧している保護者に放送で注意を呼びかけた程度でした。多くの保護者が自分の子どもの頑張っている姿をなるべく 
近くで見たいという気持ちがあり、もっと公平に自分の子どもを応援できるよう学校側の配慮が必要だと思います。 

体育保健課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

5 
たこフェリーの環境問題 
について 

１．たこフェリー発着場所近くのマンションの管理組合として、３年程前にばい煙、騒音対策をたこフェリー運営会社へ 
要望し、善処する旨の回答を得たが、具体的な対策が講じられていない。 
２．市議会におけるたこフェリー存続問題の議案の中で近隣の環境対策、騒音対策について何ら議論されていない。 
３．たこフェリーの今後の現状存続、新会社による存続含め、代替交通機関の名の下に近隣の住環境の変化に伴う環 
境対策、騒音対策をないがしろにしないでほしい。具体策がほしい。 

交通政策課 

6 
大型工事に伴う大型車 
の通行・各種許可等に 
ついて 

私は藤が丘の住民ですが、次のことについて要望をさせていただきます。 
大型工事に伴う大型車の通行・各種許可等について 
１．工事に伴う大型車の通行について 
現在、明石市藤が丘の東側で大型開発の話が出ているようです。そこで、工事用の大型車両の通行についてお願い 
があります。藤が丘は大型車は通行禁止です。藤が丘への入り口は３か所ありますが、いずれも狭くて危険です。大 
型車通行による振動被害・事故・運転手とのトラブル等がないように通行コース・業者への指導等をよろしくお願いしま 
す。 
２．私道の市への寄贈について 
真偽の程はわかりませんが、工事を設計、施行する業者の話によると、とりあえず私道を作り市に無償で寄贈すると、 
市役所は後の開発にかかる許可等を簡単に出すとのことです。私道・市道に関係なく適切な処理をしてください。すべ 
て適正に処理していただけるものと信じています。 
この工事に関して、大型車の通行等については、市役所は直接関係ないかもわかりませんが、明石警察署、藤が丘 
住民とよく話し合っていただいて、業者の利益ではなく、住民が安心して生活できるようにお願いします。 

土木総務課 

7 
放課後児童クラブに関 
する要望書 

１．「こども・子育て新システム」導入後も明石市の放課後児童健全育成事業は今まで通りの事業として継続してくださ 
い。 
・新システムは介護保険制度のシステムを取り入れ保育サービスをお金で買う形になります。本市の完成度の高い本 
事業は来年度以降も予算を確保して継続してください。｢子育てなら、明石市！！｣と言われる施策の実施と安心して 
放課後の生活を明石市と保護者が共に将来を担う子どもたちに保障していく事を進めてください。 
２．放課後児童クラブ指導員の待遇改善並びに主任指導員を各クラブへの配置を実現してください。 
・わずかな昇給のみで今現在も平均年収１５０万円のワーキングプア状態で勤務しています。経験年加算給等も無い 
にもかかわらず、保護者とのやり取りやクラブの責任を担っているのは経験年数の多い常勤指導員となっています。 
大阪府吹田市のように経験年数による加算給の支給を実現してください。長続きせず指導員が短期間で代わる事に 
子ども達も困惑しています。また、各放課後児童クラブに｢主任指導員制度｣を実施する事で、どの指導員が｢責任者｣ 
なのか明確になりスムーズな対応ができます。主任指導員には手当の支給も検討してください。指導員のやる気を引 
き出す事も事業主の明石市の責任と考えます。本市職員２３００名体制へ移行している中、将来を担う子どもたちのた 
めに何卒よろしくお願い申し上げます。 

地域連携課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

8 
林崎海岸の現状につい 
て 

このたびは林崎海岸の現状について意見させていただきます。現在林崎海岸では多くの方がバーベキューをしてお 
り、そのゴミの放置がひどく海岸に放置された炭が白い砂浜を汚しています。砂浜で遊んでいると足や衣服にススが着 
くので子どもたちを自由に遊ばせることができません。しかも砂浜には無数のビール瓶の破片が落ちています。 
週末になれば県自転車道の入り口には多数の違法駐車車両が並び、夕方にはバーべキュー後の車が猛スピードで 
近隣道路を走り去ります。大量の煙により洗濯物を干すと燻製のようなにおいが衣服に着きます。 
夏場はマリンジェットが遊泳区域を普通に走行し、自動車道入り口周辺には大量のゴミが数日間放置されたままにな 
ります。これらに誘発されるように、不法投棄の自転車などが同じ場所に捨てられています。市の担当の方もご存知か 
と思います。 
しかし、明石市はこれらに対する策を何ら行っていません。 
もちろん松林でのバーベキュー禁止やマリンジェットの進入禁止が条例でうたわれていることは承知しています。しかし 
取り締りを行わなければ何の意味もないどころか看板を設置する費用や議会を開いて条例を制定する費用すら無駄 
に使っているとしか思えません。大量に放置されたゴミを処理する費用も税金が使われているのではないのですか。 
せっかくの明石の綺麗な海を、阪神間や神戸や姫路よりも綺麗な環境を、なぜ守っていこうとされないのでしょう。 

海岸課 

9 
民地敷地内の月極駐車 
場に関する要望 

個人地を駐車場にする場合、許可はどこで出しているのか。駐車場の近くの住民は大変迷惑している。「騒音・排気ガ 
ス・安全性」を考えると、民地の中で駐車場を経営する場合には、行政の許可を必要とさせたり、周辺住民から同意書 
を取るようにさせたりするような制度にしなければならないと考える。条例や規則によってそういった制度を確立してほ 
しい。 

市民相談課 

10 

市道大久保６０９号線 
（旧県道３８０号江井ヶ 
島大久保停車場線）の 
歩道設置について 

市道大久保６０９号線に歩道をつけていただきたくメールしました。 
商業施設から国道２号線に抜ける線路下スロープ建設後、新しくできた福田２丁目と３丁目の間の道を通り、市道大久 
保６０９号線を通って明姫幹線に抜ける車の交通量がかなり増えています。 
福田２丁目と３丁目の新しくできた道までは大きな歩道がつくられているのですが、市道大久保６０９号線は依然何も 
なく、歩行者や自転車が車と混在する状況となっています。大久保南小学校に通う子どもや大久保駅まで歩く人も数 
多く見られ、昔に何度か事故も目撃しています。歩道を設置し歩行者、自転車の安全確保をお願いします。 
また、市道大久保６０９号線と福田２丁目・３丁目の間の道路が合流するＴ字路に横断歩道、信号を設置していただくと 
なお有り難く思います。よろしくお願いします。 

道路整備課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

11 
高齢者雇用政策につい 
て 

少し提案があります四・五年前から考えていたことですが７０才以上のお元気な方がたくさんおられます。今現在６５才 
の方々が５人に一人とのことで１０年後には３人に１人が６５才以上になるとのことで、５年１０年先を見越して高齢者の 
働く環境づくりを急いで手を打つべきではないでしょうか。先行投資として一考願います。 
あまり技術のいらない失敗のない仕事としてレアメタル（稀少金属）の回収を思い不要中古携帯電話の解体作業を仕 
事としてレアメタルをとりだして外の部品と分けて提供することを仕事としたいと思っております。その外にデジタルカメ 
ラ、パソコン、ＤＶＤレコーダー、ブラウン管テレビ等々材料は多くあると思います。都市鉱山といわれるぐらいの宝があ 
ると言われています。もちろん私も許されるならばその内の一員として頑張りたいと思っております 
自分自身の発想で申訳ありませんが明石市のため、老齢者の一助共なれば幸甚の至りと思いお手紙をさしあげまし 
た。では宜しくお願いします。 

商工労政 
課、資源循 
環課 

12 
水道部の職員の態度に 
ついて 

分庁舎２階に水道料金の相談に何度か訪れたとき、職員同士が大きな声で雑談をしていたのですが、市役所はそん 
なに暇な職場なのでしょうか。他の課では笑顔で親切に対応してくれる職員もいるのに非常に残念です。市民の目を 
もっと意識してほしいです。 

営業課 

13 市民病院について 

明石市民病院について、お願いいたしたくペンをとりました。５年ばかり前に救急車で市民病院に搬送され先生方のお 
かげで九死に一生を得ることができました。新聞等に明石の市民病院のことが記載されているのを読む度に侘しい思 
いをいたしております。 
診療体制の縮小などが原因のようですが、その要因は医師不足。要は市の財政が問題でしょう。 
・西明石駅までの間にＪＲ新駅を！ 
・タコフェリー存続問題 
・市長の退職金二期目云々 
・明石駅前南地区市街地再開発 
・市会議員の人数等々 
いろいろ問題の多い市政ですが、何としても人命を救う医師が他の病院への移動をしないようにもっと厚遇を。新聞に 
市会議員の重点要項等が掲載されていましたが、市民病院の件は載っていませんでした。 
“独立行政法人”にと、そんなことも耳にしましたが決定しているのでしょうか。 
多くの市民が、市民病院の拡充を望んでいます。私も、その一人として切にお願いいたしたく苦情を申し上げ失礼しま 
した。どうぞ、よろしく！ 

市民病院経 
営改革課 

14 
母子家庭に対する水道 
料金の減免について 

他市では母子家庭に対する水道料金の減免はあるのに、明石市では母子家庭は減免対象となっていません。明石市 
が母子家庭に水道料金の減免をしない理由を知りたいと思います。生活する中で水道は不可欠なものです。明石市で 
も早急に水道料金等の減免制度の見直しを行い、母子家庭に対する減免を行うよう要望します。 

営業課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

15 
幼稚園、小学校の警備 
員の必要性について。 

現在、各幼稚園、小学校に警備員が配置されていますが、見せ掛けだけの税金の無駄使いではないのですか。現在 
配置されている警備員に生徒や幼児を守る実力の有る者が果たして何名いるのでしょう。定年間近の体力の無い、何 
の訓練も受けず、武道のたしなみも無い形だけの警備員で本当に生徒や幼児を守れるのでしょうか。 

地域連携課 

16 
たこフェリーの休止につ 
いて 

たこフェリーの休止のニュースを見てメールさせてもらいました。ぜひご検討ください。 
運搬会社への支払いが下がっている今、運搬会社は数をこなす必要があり、運転手の人はスピードが要求されます。 
一旦高速を降りてという一手間をかけることは、大きなロスになりますので、高速直結の橋がある以上、大型車の利用 
は減るでしょう。 
さて、ここで明石市が大型車を使った配送センターを明石につくることを容認し、かかる費用、税金などをある程度優遇 
するとどうでしょうか。フェリー乗り場や大蔵海岸、砂利置場の一部などに優遇措置適用の特区をつくって物流会社を 
集め、特区の大型車は割引でフェリーに乗れるとすると、かなりの数の利用が見込めるのではないでしょうか。大型冷 
蔵庫等に対応する会社もいるでしょうから、大型冷蔵庫などを扱う物流会社への優遇もすれば、比較的集まりやすい 
のではないでしょうか。 

交通政策課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

17 
高齢者が安心して暮ら 
せる施策を求める２０１ 
０年度要望書 

１　医療について 
①熱中症の発生状況を把握していますか。支援を要する高齢者への対応はどのようにしていますか。 
②後期高齢者医療制度を廃止し、老人保険制度に戻すよう国に申し入れること。 
③７５歳以上の高齢者の医療費を無料にすること。 
④国民年金（老齢基礎年金）の受給者へは、未納者にも保険証を交付し、資格証明書の交付はやめること。 
⑤高齢者の健康診断を年１回は定期に実施し、無料の検診項目を増やすこと。 
⑥６５歳以上の高齢者に肺炎球菌ワクチンおよびインフルエンザワクチンの接種を無料で実施すること。 
⑦後期高齢者に対する人間ドック費用を助成すること。 
⑧歯科診療報酬を改善するとともに、保険適用の範囲を広げること。 
⑨自治体の責任で医師を確保し、地域の公立病院の受診･入院体制を整備すること。 
２　介護について 
①高齢者の生活実態を反映する新しい介護保険制度をつくるよう国に求めること。 
②療養型病床の削減をやめるよう国に求めること。 
③特別養護老人ホームの待機者を解消し、低所得者対策を強めること。 
④老々介護の世帯に必要な支援を行うこと。 
⑤家族介護継続支援事業を強め、全ての在宅介護者に介護手当を支給すること。 
⑥介護報酬とは別枠の公費投入で、介護従事者の労働条件を改善し、人材不足を解消すること。 
⑦老人福祉施設の安全性や防災対策について指導・援助を強めること。 
３　年金･税について 
①低年金･無年金の実態を調査すること。 
②「消えた年金」問題をただちに解決するよう国に求めること。 
③消費税によらない「最低保障年金制度」を創設するよう国に求めること。 
④老年者控除を復活し、公的年金控除の縮小をやめるよう国に求めること。 
⑤年金からの特別徴収をやめること。 
⑥消費税の増税に反対すること。 

高年介護室 
（介護保 
険）、長寿 
医療課、国 
民健康保険 
課、健康推 
進課、地域 
医療課、福 
祉総務課、 
税務室税制 
課、交通政 
策課、情報 
管理課、広 
報課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

４　安心してくらせる地域社会づくりなど 
①「所在不明」の高齢者を現時点で把握していますか。今後どのような対応･方針をお考えですか。 
②高齢者の就労に対して、具体的援助を行うこと。 
③コミュニティーバスの運行や路線の充実、路線バス利用への援助を行うこと。 
④長寿祝い金制度を拡大し支給すること。 
⑤アナログ電波･地デジ実施について、高齢者世帯への財政支援を行うこと。 
⑥市（町）は「非核自治体宣言」を行い、核兵器廃絶、平和のための施策を強めること。 
⑦日本国憲法第９条・第２５条の精神を自治体運営にいかすこと。 

18 
歩道上の柵に持ち主不 
明のテントが多数 

明石北高校の南側道路の歩道に設置された転落防止柵にたくさんのテント（出店で使うような文字が書かれてある）が 
干されており、風も強いため、非常に危険な状態である。現場を確認して対応してほしい。 

道路管理課 

19 
たこフェリーに関する要 
望 

先日、たこフェリー（明石淡路フェリー）運行休止、職員全員解雇のニュースを新聞で知り、驚きと共に、ついに、このと 
きが来てしまったのかと思いました。市長は、航路は残し存続・再開させると云われていますが、船もなく従業員もない 
状況で、再開することに不安を感じております。 
私は家族で頻繁にフェリーを利用して淡路島に行っておりますが、明石大橋を使用したことは一度もありません。たこ 
フェリーは明石市民にとって利用しやすく、従業員も親切で気持ちのよい旅ができるからです。ただ、近所では、大橋を 
利用するという人が意外に多く、フェリーはなくなったら寂しいけれど、あまり必要はないと思っている人が多いというこ 
とです。 
明石・岩屋航路がなくなれば、淡路島への玄関は神戸市垂水区に移ります。海峡の町のイメージもうすれ観光にとっ 
ても大きなダメージです。 
小学校の遠足は、神戸市内の王子動物園、須磨水族園、しあわせの村と明石に関係のない行き先ばかりであります。 
「たこフェリーで明石海峡遊覧」や「たこフェリーで淡路島へ」という、校外学習のプランにするよう、どうして教育委員会 
が各学校園に対して指導できなかったのでしょうか。自分たちの住んでいる地域を愛する教育をされていれば、フェ 
リーや明石海峡への意識は変わっていたと思います。 
今からでも、１１月１５日までに明石市立の学校園が、たこフェリーに乗船する校外学習の行事を実施していただけるよ 
う希望いたします。また、休止前の１１月１５日（月）に前記の行事が無理であれば、せめてブラスバンド演奏等でたこ 
フェリーを送り、再開を願う行事を実施してくださいますよう切に希望いたします。 
最後になりましたが、たこフェリー従業員は、観光客にたくさん来て乗船してもらおうと戦っていたことを、市長に理解し 
ていただきたいと思います。休止後、早い時期に再開できることを切に希望いたします。 

交通政策課 
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担当部署 整理番号 内　容（要　旨） 件　名 

20 
私立幼稚園保護者補助 
金等子育て施策の充実 
について 

①私立幼稚園保護者補助金について 
神戸市内の私立幼稚園に子どもを通わせているが、神戸市在住者と比べて補助金額が違いすぎる。市の規模や財政 
事情が違うのは理解できるが、教育や子育てに市が力を入れていない表れではないか。 
②児童館設置について 
他市から転入して、児童館がないことに驚いた。 
神戸市では、学童保育は児童館で行っており、教育も行っていると聞いた。また、東京などで勉強を教えてくれたり、地 
域の先生を招いているので塾に行く必要がないとのことである。明石市の児童クラブは入れっぱなしと聞いているの 
で、ぜひ児童館設置を要望する。 
③市職員に対して 
要望に対して聞き置くだけではなく、生活感を持って改善してほしい。 

学事給与課 

21 古切手の活用方法 

木の根学園に古切手を贈り続けて２０年位になります。かつて、木の根学園に通われていた人が古切手を集められて 
いました。活用方法を聞くと、まずは古切手を水につけて剥がす→乾かす→色（種類）分けして→貼り絵等の作品を作 
るということでした。水につけて切手を剥がすのが好きな子、色分けするのが好きな子、切ったり貼ったりして作品を作 
るのが好きな子。例えば水につけて台紙から切手を剥がす事、色分けしたり、手先を使って作業すること・・・どれもが 
様々な障害を抱えている人たちのリハビリに役立つことを知りました。意識しなければ捨ててしまう切手ですが、そんな 
立派なリハビリになることを知り、心を打たれ、それ以来贈り続けてきました。それが最近になり、近年は担当者がいな 
くなり活用されていないと言われ、とてもショックでした。木の根学園のされていた事は簡単な作業だと思いますし、担 
当者が変わろうと気持ちさえあれば、捨てる切手を身障者の皆さんのためのリハビリに役立てることができると思うの 
ですが・・・。 

通園療育セ 
ンター 
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